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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
職
員
の
民
間
団
体
主
催
講
演
会
出
席
の
た
め
の
経
費
負
担
に
関
す
る
質
問
に
対

す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

外
務
省
職
員
の
出
張
に
関
す
る
経
費
は
、
一
般
に
外
務
省
の
予
算
か
ら
支
出
さ
れ
る
が
、
外
務
省
の
予
算
以
外
か
ら
支
出

さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
課
長
は
、
外
務
省
に
お
い
て
所
要
の
手
続
を
と
っ
た
上
で
平
成
十
六
年
七
月
に
富
山
県
に
出
張
し
、
社
団
法
人

新
川
青
年
会
議
所
が
主
催
し
た
講
演
会
に
お
い
て
講
演
を
行
っ
た
。
こ
の
出
張
に
係
る
旅
費
は
、
外
務
省
か
ら
支
出
さ
れ
た
。

外
務
省
と
し
て
は
、
こ
の
出
張
の
際
に
、
御
指
摘
の
課
長
が
、
当
該
講
演
会
の
主
催
者
か
ら
国
家
公
務
員
倫
理
法
（
平
成
十

一
年
法
律
第
百
二
十
九
号
。
以
下
「
倫
理
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
贈
与
等
報
告
書
の
提
出
を
必
要
と

す
る
、
金
銭
の
供
与
、
供
応
接
待
等
を
受
け
た
事
実
は
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
課
長
は
、
外
務
省
に
お
い
て
所
要
の
手
続
を
と
っ
た
上
で
平
成
十
六
年
十
一
月
か
ら
同
年
十
二
月
に
か
け
て
北

一



海
道
に
出
張
し
、
根
室
市
等
が
主
催
し
た
講
演
会
に
お
い
て
講
演
を
行
っ
た
。
こ
の
出
張
に
係
る
旅
費
は
、
外
務
省
か
ら
支

出
さ
れ
た
。
外
務
省
と
し
て
は
、
こ
の
出
張
の
際
に
、
御
指
摘
の
課
長
が
、
当
該
講
演
会
の
主
催
者
か
ら
倫
理
法
第
六
条
第

一
項
に
規
定
す
る
贈
与
等
報
告
書
の
提
出
を
必
要
と
す
る
、
金
銭
の
供
与
、
供
応
接
待
等
を
受
け
た
事
実
は
な
い
と
承
知
し

て
い
る
。

四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
講
演
、
挨
拶
な
ど
の
発
言
」
等
の
意
味
が
明
ら
か
で
は
な
い
こ
と
も
あ
り
、
外
務
省
と
し
て
お
答
え
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
。

二


